
◎研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及

び研究開発等の効率的推進等に関する法律の一部を改正する法

律 
（平成三〇年一二月一四日法律第九四号）（衆）   

一、 提案理由（平成三〇年一二月四日・衆議院本会議） 

○亀岡偉民君 ただいま議題となりました両法律案につきまして、提案の趣旨及びその

内容を御説明申し上げます。 

……………（略）…………… 

 次に、研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の

効率的推進等に関する法律の一部を改正する法律案について御説明申し上げます。 

 本案は、科学技術・イノベーション創出の活性化を図るため、産学官連携によるイノ

ベーションの創出の促進、研究開発法人及び大学等の経営能力の強化の推進、若手研究

者の雇用の安定等について定めるものであり、その主な内容は、 

 第一に、法律の目的において科学技術・イノベーション創出の活性化を通じた知識、

人材、資金の好循環の実現の重要性を明記するとともに、題名を科学技術・イノベーシ

ョン創出の活性化に関する法律に改めること、 

 第二に、研究開発法人及び大学等は、社会からのニーズに的確かつ迅速に応えられる

よう経営能力の強化に取り組むとともに、国は、その取組の支援等必要な施策を講ずる

こと 

などであります。 

 本案は、去る十一月三十日、文部科学委員会において、賛成多数をもって委員会提出

の法律案とすることに決したものであります。 

 何とぞ御賛同くださいますようお願い申し上げます。 

二、 参議院文教科学委員長報告（平成三〇年一二月八日） 

○上野通子君 ただいま議題となりました両法律案につきまして、文教科学委員会にお

ける審査の経過と結果を御報告申し上げます。 

 両法律案は、いずれも衆議院文部科学委員長提出によるものであります。 

……………（略）…………… 

 次に、研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の

効率的推進等に関する法律の一部を改正する法律案は、我が国の経済社会を更に発展さ

せるためには、科学技術・イノベーション創出の活性化を通じて、これに関する知識、

人材及び資金の好循環を実現することが極めて重要であることに鑑み、科学技術・イノ

ベーション創出の活性化を図ろうとするものであります。 

 委員会におきましては、趣旨説明を聴取した後、国立大学運営費交付金の拡充の重要

性、若年研究者が安定して研究できる環境整備の必要性等について質疑が行われました

が、その詳細は会議録によって御承知願いたいと存じます。 



 質疑を終局し、討論に入りましたところ、日本共産党の吉良理事より反対、希望の会

（自由・社民）の山本委員より反対の意見がそれぞれ述べられました。 

 討論を終わり、採決の結果、本法律案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決

定いたしました。 

 以上、御報告申し上げます。 

 （注） 衆議院においては、委員会の審査は省略された。 


